
 

 

道路賠償責任保険契約の締結に伴う覚書 
 

香川県（以下「甲」という｡）と○○○○○○○○○○○○○○（以下「乙」という｡）

とは、「道路賠償責任保険契約」に関し、次のとおり覚書を締結する｡ 

 

第１条 甲は、甲を保険契約者及び被保険者とする本保険の申込みを乙に対して行い、  

乙は、この覚書並びに賠償責任保険・普通保険約款及び施設所有（管理）者特別約款の

規定に従い、保険金支払いの責に任ずる｡ 

第２条 本保険において、道路とは道路法第２条に規定する「道路」、港湾法第２条に規定

する「臨港道路」、「高松港内道路」、「引田港内道路」、「白鳥港内道路」、「三本松港内道

路」、「津田港内道路」、「志度港内道路」、「牟礼港内道路」、「直島港内道路」、「土庄港内

道路」、「家浦港内道路」、「池田港内道路」、「内海港内道路」、「坂手港内道路」、「丸亀港

内道路」、「多度津港内道路」、「詫間港内道路」、「観音寺港内道路」、「豊浜港内道路」、「香

川県営住宅松島団地連絡道路」、「香川県営住宅高松元山団地連絡道路」、「香川県営住宅

木太川西団地連絡道路」、「香川県営住宅植松団地連絡道路及び団地内道路」、「香川県営

住宅常盤団地内道路」、「香川県営住宅国分寺団地連絡道路及び団地内道路」、「香川県営

住宅飯山団地内道路」、「香川県営住宅宇多津団地連絡道路及び団地内道路」、「高松市伏

石町県有敷地内道路」、「高松市香川町県有敷地内道路」、「高松市屋島西町県有地道路」、

「高松市成合町県有地道路」、「高松市高松町県有地道路」、「高松市花ノ宮町二丁目地内

道路」、「香川県庁舎内道路」、「郷東公共施設団地内道路（高松市道部分）」、「郷東公共施

設団地内道路（高松市道部分以外）」、「高松市上福岡町地内道路」、「高松市上之町二丁目

地内道路」、「高松市上之町三丁目地内道路」、「高松市亀岡町地内道路」、「高松市福岡町

四丁目地内道路」、「高松市浜ノ町地内道路」、「観音寺市大野原町旧三豊工業高校周辺道

路」、「番の州臨海工業団地敷地内通路」、「公渕森林公園敷地内道路」、「与島第二駐車場

（進入路部分）」及び「与島第二駐車場（駐車場部分）」で、甲が管理するものをいう｡ 

  なお、保険期間中に増加した甲が管理する道路も自動的に含まれる｡ 

第３条 甲は、道路管理瑕疵が原因で事故の発生があった場合、速やかに文書をもって乙 

に通知する｡ 

  乙は、甲の報告に基づき、事故の内容及び賠償責任の有無の調査等適切な措置を講じ 

るものとする｡ 

 また、甲は、乙の要請により必要に応じて、これに協力するものとする｡ 

第４条 被害者側の賠償請求に対しては、前条の調査等に基づき、賠償額の算出等を甲、 

乙双方で協議、検討する｡ 

第５条 前条に基づき算出された賠償額等については、原則として甲が直接被害者側と交 

 渉するものとする｡また、乙は、甲の依頼を受けたときは、甲に協力する｡ 

第６条 本保険の１被保険者当たりの填補限度額は、次のとおりとする｡ 

 身体損害賠償  １事故につき４億円（免責なし） 

 身体損害賠償  １名につき１億円（免責なし） 



 

 

財物損害賠償  １事故につき５千万円（免責なし） 

第７条 本保険の保険料は、道路１ｋｍ当たり１年間につき算出するものとする｡ただし、

「郷東公共施設団地内道路（高松市道部分）」及び「与島第二駐車場（駐車場部分）」に

ついては、面積１㎡当たり１年間につき算出するものとする｡ 

２ 前項によって道路の延長につき保険料を算出するときは、１００ｍ未満を四捨五入し 

た結果算定される総延長に基づくものとする｡ 

第８条 甲若しくは乙が算出した賠償額について、被害者が納得せず訴訟に持ち込まれた 

案件については、甲、乙双方で協議、検討のうえ応訴又は和解に努力する｡ 

第９条 前条のほか、事故に関し争いがある場合の法律相談、及び事故に関して甲が直接

被害者と交渉することが困難な場合などについて、乙が提携等する弁護士による対応を

含む対応などにより、乙は迅速な解決を図るため、甲に協力をする。 

２ 前項は、道路管理瑕疵に当たらないと考えられる事故への適用を妨げない。 

３ 和解等に至るまでの弁護士費用等を含む費用は、保険の対象とする。 

第１０条 乙は、甲の保険金請求に関し、必要と認める関係書類の閲覧又は提出を甲に対

して求めることができるものとし、甲は、これに協力するものとする｡ 

第１１条 当該保険金の支払いは、原則として、乙が甲に対して行うものとするが、甲の 

指示により、他の保険金受領権者に支払うことができるものとする｡ 

第１２条 本覚書は、令和８年４月１５日から効力を生じ、有効期間は令和９年４月１５

日までとする｡ 

第１３条 本覚書の内容及び運用に疑義が生じ、又は本覚書に定めのない事態が生じた場 

合は、甲、乙双方が協議しこれを決定する｡ 

 

上記のとおり覚書を取り交わした証として本書２通を作成し、各当事者記名押印のうえ、

各１通を保有する｡ 

 

     令和８年４月 日  

 

        甲      高松市番町四丁目１番１０号 

               香 川 県 

               香川県知事  池 田 豊 人 

 

 

        乙 

 

 


